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1．災害が起こったら̶発生直後になすべきこと

自然災害発生直後からの精神保健スタッフの業務の流れを図
1に示す。
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防災マニュアル
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配置につく①

自分の持ち場に
関連して……
・被害状況の把握
・備蓄物資･機材の確認
・必要物資･機材の評価
・スタッフ間での役割分担

②

被災者援助業務の遂行
常に……
・アウトリーチ
・“宣伝”活動
・被災者ニーズの把握
・被災者援助業務全般への
  評価，提言
・精神保健領域以外の一般
  業務への協力
をこころがける。

③

災害救援者に対して
・精神保健の基礎知識を
  与える
　被災者援助上の基礎知識
　救援者自身のための基礎知識
・精神保健的ケアの提供

④

図1　精神保健スタッフの業務（災害発生後初期）
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2．精神保健上の問題

1）被災者の心理と予防的観点
被災者の心理については，各論第1章の図2（p.66），表2

（p.68）を参照のこと。
ここでいう自然災害後の「急性期」とは，被災者が茫然自失
期あるいはハネムーン期にあるときであり，この時期の援助で
は予防的観点に重点をおくべきである。すなわち，適切な援助
を行うことで，多大なストレスにみまわれた人に精神症状が発
現するのを回避することをめざす。
災害後に被災者をとりまくストレスは，生命危機ストレスと
生活環境ストレスとに大別すると理解しやすい。

2）生命危機ストレス
いわゆる心的外傷（トラウマ）であり，外傷性ストレスとほ
ぼ同義である。災害の衝撃に直接起因するものであり，災害直
後には急性ストレス反応や激しい興奮あるいは昏迷，幻覚妄想
を主体とする一過性の反応性精神病状態を引き起こすことがあ
る。その発生率は決して高くないが，医療的介入を要すること
がある。また，生命危機ストレスの大きさは，その後の外傷後
ストレス障害（PTSD）の発症にも影響する。

生存者の罪悪感（サバイバーズ・ギルト）

自分以外の人間が悲惨な道筋をたどったのに自分はまぬがれ
たということは，被災者にとって大きな心理的な重荷となる。
とくに肉親を亡くした者，悲惨な死を目撃した者は，自分が生
命を賭してその人を救おうとしなかったとか，死に行く人々の
求めに応じきれなかったと罪の意識を抱く。

C O L U M N
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3）生活環境ストレス
災害後の不自由な生活状況に起因するもので，特異的な症状
を引き起こすというよりは被災者の全般的健康を低下させる。
外傷性ストレスとしての生命危機ストレスに，生活環境スト
レスが重なるとPTSDが発症しやすくなるので，生活環境スト
レスへの対処は予防上大きな意味をもつ。

4）精神障害者
災害前からの精神障害者はいうまでもなく災害弱者であるの
で，災害後には全般的な援助を提供し，継続的に薬物療法を要
する者の服薬が途切れないよう配慮する。

5）アルコール関連問題
災害後，被災者の嗜癖行動が増加する。とくに避難所での
問題飲酒行動は，被災者間でのトラブルの原因となりやすいの
で，避難所へのアルコール飲料の持ち込みは制限する。また，
アルコール依存をもっていた者が，アルコール飲料が入手でき
ないために急性の離脱症状を示すこともある。

3．対策とケア

1）目標と原則
この時期の精神保健活動の包括的な目標は，安全の確保と生
活ストレスの軽減である。狭義の精神保健活動よりは，より実
際的かつ一般的な援助業務を優先する。同時に，被災者間での
自発的・自然発生的互助ネットワークから孤立しがちな人に対
する援助に重点をおくようにする。

2）誰が精神保健活動を担うのか
災害後精神保健活動の一線業務は，精神科医や精神科ソー
シャルワーカー（PSW）のほか，保健師，看護師，臨床心理
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士などを広く動員して，多職種連携のもとに行うようにする。
災害では生命や生活の支援活動が重視されるので，そうした活
動要員に精神保健の知識を与え，スクリーニングと初期対応に
あたらせるのが実際的である。
災害対策本部には，精神保健の専門家（精神科医かPSWが
望ましいであろう）が必ず正式メンバーとして加わり，多様な
スタッフに精神保健の知識を与え，問題となった事例に助言し
たり，住民への心理的な教育やこころの健診の立案などを行う
べきである。
和歌山の砒素混入事件，東海村の核燃料処理施設事故では，
最初から精神保健の専門科が対策本部で活動したことが，その
後の住民ケアで非常に有効であった。

3）救援者の心得
① 救援者は二次的被災者である
どんなかたちであれ，災害に関与した人はすべて，災害か

らなんらかの影響を受ける。救援者は，被災者を救援するこ
とで自らも傷つく。
② 被災者の生活上のストレスを重視する
被災者にみられる情動的な反応の多くは，災害によって引

き起こされた生活上の問題から生じる。
③  災害後早期の精神保健活動は，「心理学的」というよりは，
より「実際的」な性質のものであるべきである
「何が必要とされているか」ということを常に考えて行動
する。ときには，狭義の精神保健の領域を超えて，より一般
的な援助（避難所の清掃をする，申請書類の書き方を教え
る，子守を手伝うなど）をも行う。
④  自分が精神保健サービスを必要としていると思う被災者は
ほとんどいない
被災者たちは，自分たちが災害のせいで “気がおかしく”
なってしまったという “レッテル” を貼られてしまいはしな
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いかという不安を強く抱き，しばしば援助の申し出を拒む。
一方で，自らの不安を抱える人は，子どもや老親など身近な
他者のことを自分以上に心配することがある。
⑤ アウトリーチに重点をおく
災害後の精神保健的援助は，被災者本人たちが精神保健

サービスを希望するのを待っていたのでは，初期救援は有効
に行えない。“レッテル貼り” の危険性に配慮しながらも，
自らが被災者がいる場に赴いて，現場のニーズを把握する必
要がある。
⑥  被災者にみられる情動的な反応の多くは，「異常な状況に対
する正常な反応」である。そのことを被災者にはっきり伝
えるようにする

⑦ 時期に合わせた援助をこころがける
たとえば，災害直後に被災者に被災体験について詳細に問
うのは好ましいことではないが，災害直後の混乱が終息した
後に被災者が被災体験を言語化できるように援助することは
治療的である。
⑧  被災コミュニティーの特質を考慮し，互助的機構を尊重し，
活用する
公的な災害救援システムは，そのような援助システムから
切り離されてしまった被災者を中心に供給するようにする。

4）ケアの方法と場
（1）精神保健業務の「拠点」の設置

災害対策本部と緊密な連絡を保ちながら，精神保健活動を
統括する拠点を市役所，保健所，精神保健福祉センターなど
のいずれかにおき，地域精神保健活動の実践経験のある行政
職員が責任者となる。

（2）災害救援スタッフへの教育
パンフレットなどを用いて，災害救援スタッフ全員に必要
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最小限の精神保健の基礎知識を与える。精神保健の知識は，
一般救援スタッフが被災者に適切な援助を提供する上で有用
であるとともに，精神的な問題を抱えた被災者を精神保健の
専門スタッフに紹介することにつながり，さらには救援者自
身の精神的健康の維持に役立つ。

（3）宣伝活動
いつ，どこで，どのような精神保健サービスが提供され
ているかという情報を，あらゆる手段と機会を利用して発信し続
ける。また，前記の「拠点」に “ホットライン” を設置して，被
災者・救援者からのさまざまな問い合わせに対応する。

（4）第一線機関との連携
災害救援に携わる第一線機関と連携し，避難所などで把握

された精神保健上の問題に対処する。できる限り精神保健ス
タッフが避難所を巡回したり，一般医療救護班に加わるなど
して，被災者が「精神科」を意識せずに精神保健サービスを
受けられるように配慮する。

（5）専門的相談への応需と精神医療への導入
前記のような災害救援の第一線での精神保健サービスとは

別に，精神的問題を自覚している者が来談して専門的な精神
保健相談を受けることができる相談センターを，市役所，保
健所，福祉事務所などさまざまな目的をもつ人が出入りする
公的機関内におく。相談センターはまた，地域コミュニティ
や避難所内で激しい興奮，繰り返す自殺企図，精神症状に基
づいて他の者を著しく動揺させるような言動をなすなど，顕
著な精神症状を呈する者を精神医療機関に紹介する。必要に
応じて，スタッフが同行して被災地外の医療機関に移送でき
るよう準備をしておく。

各論0109.indd   80 06.2.21   4:02:40 PM



2　自然災害（急性期）

81

2

5）とくに外来救援について
（1）出動要請について

災害発生時に被災自治体首長は，被災地外の諸機関に応援
を要請することができる。この要請に基づいて外来救援者が
出動することになる（日本赤十字社だけは被災地からの要請
がなくても独自の判断で出動できる）。とはいえ，被災地自
治体当局が発災後一時的に判断能力を喪失する場合もありう
る。被災地外の救援者には，自分たちに出動要請を出してく
れるようにと自ら被災地に対して要請するくらいの気概が必
要である。また，平時より自治体間で相互に災害援助協定を
結んでおくことが望ましい。

（2）外来救援の意義
外来救援は，現地の救援能力の不足を補うためのものであ
る。したがって，現地の救援者が消耗しないように救援業務
に協力するとともに，救援方針の決定などにあたっては現地
の救援者および被災者の意向を尊重する。

（3）装備と派遣期間
外来救援者は，自分たちの衣食住に関する可能な限りの装
備を携行し，派遣期間は1チーム最低５日以上とする。あま
りに短期間での派遣あるいは交代は，現地救援者にとってか
えって負担となるので注意が必要である。後続チームとの交
代時には，被災地状況についての申し送りを必ず行う。

4．ケアの実際例

大規模自然災害後のメンタルヘルスケアについて参考となる
実際例を，阪神･淡路大震災後の自験例よりあげる。
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3人組

軽い被害妄想を長年にわたって抱えながら，それまでは規
則正しい通院・服薬によって維持されてきた慢性統合失調症の
30代女性。震災当日から，両親とともに自宅近くの小学校の
体育館に避難した。避難所では多くの避難者がひしめきあい，
飲料水が不足していた。震災で薬を失い，ほとんど睡眠がとれ
ていなかったところ，3日目になって「水に毒が入っている！」
と不穏になり，やがて両親も同調し，とくに父親が避難所管理
者に執拗に抗議し始めた。
巡回してきた精神科医が向精神薬を処方し，患者の睡眠が改

善すると両親も落ち着きをとりもどした。一家の被毒妄想は，
翌々日には消褪した。

● コメント 震災によって妄想が急性再燃し，それが両親に
感応性の妄想を引き起こしたケースである。災害を契機と
して生じた急性再燃や感応症状は，投薬や環境調整によっ
て比較的早期に鎮静できる場合も多い。

事例1

妻を気遣う老人

アパートで暮らす80代の老夫婦。震災時，自宅の扉が開か
なくなり，部屋の中に閉じ込められたがすぐに救出された。そ
の後も自宅で生活を続けたが，妻が終日玄関扉を開け放すよう
になったため，心配した夫が保健所に相談に訪れた。「妻は相
談も受診もいやがっている」ということだったので，夫の相談
を継続することにした。やがて夫は，室内に閉じ込められたと
きの恐怖感を語るようになり，自分も不眠が続いていることを
認めたため，保健師の勧めで総合病院の精神科を受診，投薬を
受けた。すると妻も精神科を受診するようになり，睡眠が改善
し，玄関扉も通常どおり閉めておくことができるようになった。

● コメント 被災者は，ふだん以上に身近な他者のことを心配
するが，自分が心理的な問題を抱えていることを否認しがち
である。しかし，精神保健サービスが有益であることがひ
とたびわかると，抵抗なく利用できるようになるものである。

事例2
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21．避難所管理・運営スタッフについて

●責任者（統括者）は誰か
▢　避難所運営のトレーニングを受けた人か
▢　他の業務を兼務しているか
▢　補佐役はいるか，それは誰か

●スタッフにはどのような人がいるか
▢　避難所運営のトレーニングを受けているか
▢　接遇，面接の技術をもった人はどのくらいいるか
▢　業務分担，責任の範囲は決められているか
▢　他の業務を兼務しているか
▢　スタッフの健康上の問題は出てきていないか

2．避難所の施設・物資などについて

●不足しているものは何か
　① “衣”
▢　衣類（防寒具，防暑具を含む）
▢　寝具類
　② “食”
▢　食料
▢　食品衛生管理
　③ “住”
▢　居住スペース
▢　室温調整（空調）
▢　照明
▢　プライバシー

●不足によって生じている問題
▢　困っているのは誰か
▢　改善のための責任者は誰か

避難所の運営についてのチェックリスト―精神保健の観点から
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3．避難者について

●要援護者（災害弱者）がいるか
▢　乳幼児
▢　老人
▢　障害者
▢　傷病者
▢　日本語での疎通が困難な人

●避難者の自治組織，互助機構ができているか

4．医療，コンサルテーションについて

●医療
▢　避難所にスタッフはいるか
▢　最寄の専門機関はどこか
▢　緊急なニーズが生じた場合の相談先・連絡先はどこか

●精神保健（“こころのケア”）
▢　避難所にスタッフはいるか
▢　最寄の専門機関はどこか
▢　緊急なニーズが生じた場合の相談先・連絡先はどこか

●福祉領域
▢　避難所にスタッフはいるか
▢　最寄の専門機関はどこか
▢　緊急なニーズが生じた場合の相談先・連絡先はどこか
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1．災害復興期の特徴

災害発生から数週間たつと，メディアは災害について報じな
くなり，被災地外の人々の関心は薄れるようになる。その頃か
ら，被災者は無力感・倦怠感にさいなまれるようになる。これ
が「幻滅期」といわれる時期であり，同時に災害からの復興が
本格的に始まる（各論第1章　自然災害表2参照）。
この時期の特徴をあげると，表1のようになる。まず，地域
全体の復興に目が向けられ，道路や公共設備の整備が優先され
る一方で，被災者個人の問題は後回しにされやすいという点が
あげられる。たとえば阪神・淡路大震災の場合，復興に注がれ
た予算は10兆円に上ったが，そのほとんどはインフラの整備
に費やされた。
また，地域全体の復興経過と，個々の被災者が抱えている問
題には，大きなギャップが生じるようになる。表面上は災害の
痕跡がみえにくくなっても，個々の被災者は経済的苦境に立た
されていたり，生活の激変に適応できずにいる場合がある。し
かし，社会はこうした個人的問題の存在に，次第に関心を向け
なくなるのである。そして，個々の被災者間に格差が広がるこ
とになるのも大きな特徴である。被害程度，もともとの経済状
況，受けられる支援の多寡などによって，災害を乗り越えてい

表1　災害復興期の一般的な特徴

● 地域全体の復興が優先され，個人の問題は忘れ去られていく
● あいまいになり，見えにくくなっていく
● 個別化し，格差が広がっていく

3
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ける者と，そうではない者との差が，時間がたてばたつほど広
がっていくのである（鋏状較差）（図1）。

2．復興期の心理的問題

被災者の心理的問題にも，前述した特徴が反映される。つ
まり，時間がたつにつれて災害直後の精神的打撃から脱してい
く人が増える一方で，その影響を引きずり続ける人も少なくな
い。また，災害による生活の変化がもたらす二次的ストレスに
強く曝され，心身の変調をきたす人も出てくる。図2に示した
ように，この時期の心理的問題は多岐にわたり，重なり合う場
合も多い。しかも，何が災害の影響した苦悩なのかが，次第に
あいまいになっていくのも大きな特徴である。以下に，復興期
にとくに注目するべき心理的問題について概説する。

1）PTSDの遷延化
災害によって生じるPTSDは，この時期における最も重要な
心理的問題である。その発症率には報告によって幅があるが，
長期にわたって遷延するという報告が多い。たとえば，ダム
決壊による洪水の被害者を14年後に面接調査した研究では，

生活再建，精神的立ち直り

取り残され感 孤立無援

時間

PTSD
うつ
アルコール問題
ひきこもり

被
災
者

図1　被災者の回復の2極分化（鋏状較差）
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25%がPTSDと診断されたという（1993年，Grace M. Cら）。
しかしながら，PTSDは看過されることが少なくない。それ
は，第一にPTSD症状が，災害の体験から生じる正常な反応の
延長として理解されること，第二に回避症状が影響して，苦悩
を訴えることを被災者が避けてしまう場合が多いこと，第三に
うつ病などの他の精神医学的問題を合併しやすいこと，などの
理由からである。阪神・淡路大震災の被災者を対象とした面接
調査では，表面上なんら問題を感じさせない場合でも，詳細な
面接を行うとPTSDと診断される例が少なくないことが示され
ていた。したがって，PTSDをきちんとスクリーニングするこ
とが，復興期のメンタルヘルス対策としては重要である。

災害の体験

（
正
常
な
反
応
）

家族や友人の死
家財の喪失

（時間の経過・対処行動）

（ほとんどの場合）
改善，適応

二次的な
生活変化

（さまざまな精神障害に発展）
外傷後ストレス障害（PTSD）・
大うつ病・他の不安障害・
身体化障害（心身症）・
アルコール依存　など

生命の危険
悲惨な体験

交感神経の亢進
危険を避ける行動
体験を思い出す

悲嘆・悲哀
抑うつ

身体の不調

不安・焦燥
抑うつ

身体の不調

図2　災害の心理的影響
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2）生活環境ストレスから生じる心身の変調
直後の混乱を脱した後でも，災害で自宅を失ったために避難
所→仮設住宅→復興住宅（恒久住宅）と何度も引っ越しを強い
られたり，自宅に住み続けることができても街並みがまったく
変わってしまったりと，生活環境の変化による影響は，この時
期にも大きなストレスを被災者に与える。通常，災害から時間
が経過すると，直接的な外傷性ストレスは漸減していくもので
あるが，自然災害後の生活環境ストレスは，時間がたてばたつ
ほど増加していくことがある。
こうした生活環境の変化は，さまざまな心身の変調の原因に
なる。たとえば，糖尿病などの慢性疾患の管理が滞ってしまい
悪化させる場合や，うつ病や心身症などの精神医学的問題につ
ながることもある。また，アルコール乱用が促進されて問題に
なることもある。

3）取り残され感と被災地外からの眼差し
時間がたつにつれて，順調に回復していく人と立ち直りが遅
れている人との格差が広がっていく。後者は「取り残され感」

不定愁訴を繰り返す女性

70代の女性。震災で家は全壊し，しばらく息子家族と同居
した。何となく居心地が悪く，迷惑になってはいけないと，自
ら仮設住宅に移り住んだ。もともと神経質な性格だったが，
震災までは風邪ひとつひかないほど健康であった。仮設住宅に
入ってしばらくしてから，全身がだるく，頭が重たい，息苦し
いなどの症状を自覚するようになった。いろいろな医者に診て
もらったが，どこでも異常なしといわれるだけで，症状は一向
に改善しない。精神的にも不安で，夜も眠れず，何となく憂う
つな気分が続いたまま，もう3年経過している。

● コメント 身体化障害（心気症）。心気的な不定愁訴の背景
にPTSDやうつ病が存在していることも多い。

事例1
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を抱いて，自責感，自己卑小感，絶望感，自暴自棄感にさいな
まれるようになり，閉じこもりがちの生活となる。また，この
時期になると，被災地外の人々の無関心や「被災者は甘えてい
るのではないか」という冷たい視線に曝されることが増え，そ
の結果，ますます自責感や孤立無援感を抱きやすくなる。

3．対策とケア

1）原　則
被災地の社会システム（都市機能や行政機能）が復興した後
は，平時の精神保健サービスの供給が可能になる。しかし，被
災者が精神保健サービスを積極的に求めることが少ないのはこ
の時期であっても同様である。さらに，精神保健上の問題は次
第に “見えにくく” なっていくので，急性期に引き続き，表2
のような戦略が必要になる。

阪神・淡路大震災の仮設住宅でみられた「孤独死」

50代の男性。阪神・淡路大震災までは港湾荷役の仕事をし
ていた。震災ではアパートが全壊し，また港湾施設が大きなダ
メージをうけたため，ほどなくして失業した。数カ月後，仮設
住宅に移り住み，生活保護を受けるようになった。もともと大
酒家であったが，仮設住宅に入ってからは朝から酒を飲むよう
になった。近所付き合いを避け，ほとんど家から出ようとせ
ず，訪問してくる保健師やケースワーカーと会うのも拒みがち
であった。1年後，吐血し死んでいるのを発見されたが，死後
1週間経過していた。死因は肝硬変であった。

● コメント アルコール依存。阪神・淡路大震災後の仮設住宅
で数多く報告された「孤独死」の背景には，こうしたアルコー
ル依存の問題が多く隠されていた。

事例2
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2）具体的な方法
（1）アウトリーチ

精神保健スタッフ自らが被災者の生活の場に赴いて，現場
のニーズを把握するとともに “その場で” 求められている援
助を提供するよう心がける。この場合，地域保健に精通した
保健師などと行動をともにすることは，被災住民の抵抗感を
少なくするためにも重要である。

（2）被災住民の交流促進
被災者の孤立無援感を軽減するために，被災者同士の交流

を促進する。たとえば，大災害後の仮設住宅は急造された人
工的な環境であり，阪神・淡路大震災でみられたように，も
ともとのコミュニティがまったく維持されていない場合があ
る。したがって，「入居者交流会」「健康相談会」「お茶飲み
会」などを企画開催し，住民相互の交流を促進する。被災者
の孤立無援感の軽減は，PTSD予防上大きな意味をもつ。

（3）相談業務の拠点の設置
より専門的な援助が必要な者や希望する者に，カウンセリ

ングやケースワーク的対応を提供する場として，精神保健の
専門スタッフが常駐する相談センターを置く。センターの名
称は，「被災者支援センター」などとするか「災害総合相談

表2　災害時のメンタルヘルスケアに必要な戦略

● 現場に出かけていく（アウトリーチ  outreach）
● 「精神科」あるいは「こころ」という看板を掲げすぎない
● 生活全体の支援を考え，求められていることを行う
● 被災者の心理に関する正しい知識をもつ
● 精神症状をスクリーニングする
● 関係する諸機関が相互の連携を図る
● 救援者のメンタルヘルスの維持に努める
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センター」の一部門にするかなどとして，ユーザーが「精神
科」を意識せずに精神保健サービスを受けられるようにする
のが望ましい。この拠点では，保健所，福祉事務所と連携を
とり，精神保健に関する助言をし，必要に応じてケースマ
ネージメントを行う。

（4）精神症状のスクリーニング
時間の経過とともに精神症状はあいまいになる。また，専
門性を強調しないサービスの中では精神症状の聴取に重点が
おけないし，スタッフの専門的な知識が足りない場合もあ
る。その結果，被災者の抱えている精神的問題が何なのか十
分に情報が得られないことがある。したがって，精神症状の
分類に関してスタッフを訓練するとともに，利用しやすいス
クリーニングのためのチェック項目を用意しておくことが必
要である。スクリーニングは，IES-Rなどの自記式尺度が使
われることが多いが，高齢者などには使いにくい面があり，
簡便な問診によるスクリーニング法が有用な場合も多い。次
のページに筆者らが開発した問診票をあげておく（表3）。

孤立無援感

トラウマは，人の連帯感と信頼感を破壊する。トラウマをこ
うむった人は，「誰にもわかってもらえない」「自分はふつうの
人間ではなくなってしまった」「誰も助けてくれない」と思い
込んで，閉じこもってしまいがちになる。そうなると心的外傷
体験が被災者の中で “消化” されていかず，侵入症状となって
PTSDに発展しやすくなる。またPTSD患者は，その回避症状
のためにますます孤立無援感を深めてしまうという悪循環に陥
りやすい。
逆に，孤立無援感を軽減することは，PTSDの予防と治療に

つながる。

C O L U M N
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実施日： 　　年　　月　　日
氏　名： 年齢： 歳（ 男・女 ）
住　所：
備　考：

【質問】 大災害後は生活の変化が大きく，色々な負担（ストレ
ス）を感じることが，長く続くものです。最近1カ月間に
今からお聞きするようなことはありませんでしたか?

【判定基準】
・PTSD ：  3，4，6，7，8，9，10，11，12のうち5個以上が存在し，

その中に4，9，11のどれか一つは必ず含まれている。
・うつ状態 ：  1，2，3，5，6，10のうち4個以上が存在し，その中に5，

10のどちらか一方が必ず含まれる。
【備考】
PTSDの3大症状およびうつ症状に対応するのは，それぞれ次の項目である。
・再体験症状：4，9，11  ・回避症状：8，10，12 
・過覚醒症状：3，6，7 ・うつ症状：1，2，3，5，6，10

表3　スクリーニング質問票（SQD）

1． 食欲はどうですか。普段と比べて減ったり，増えたり
していますか。 はい・いいえ

2．いつも疲れやすく，身体がだるいですか。 はい・いいえ
3． 睡眠はどうですか。寝つけなかったり，途中で目が

覚めることが多いですか。 はい・いいえ

4．災害に関する不快な夢を，見ることがありますか。 はい・いいえ
5．憂うつで気分が沈みがちですか。 はい・いいえ
6．イライラしたり，怒りっぽくなっていますか。 はい・いいえ
7． ささいな音や揺れに，過敏に反応してしまうことがあ

りますか。 はい・いいえ

8． 災害を思い出させるような場所や，人，話題などを
避けてしまうことがありますか。 はい・いいえ

9． 思い出したくないのに災害のことを思い出すことはあ
りますか。 はい・いいえ

10.  以前は楽しんでいたことが楽しめなくなっていますか。 はい・いいえ
11.  何かのきっかけで，災害を思い出して気持ちが動揺

することはありますか? はい・いいえ

12.  災害についてはもう考えないようにしたり，忘れよう
と努力していますか。 はい・いいえ
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（5）活動の継続
被災地の平時の態勢で被災者のケアが可能になった時点
で，災害精神保健活動は終息させる。しかし，家族を失った
者や，転住を強いられた者など，心理的影響が強いと予想さ
れる被災者に対しては，通常の態勢の中でサポートを続ける
べきである。
大規模自然災害後のメンタルヘルスケアについて参考とな
るケースを，阪神･淡路大震災後の自験例よりあげておく。

　左記の質問項目は，災害で被災した住民を対象とした訪問や検診
のときに，精神的問題がないかスクリーニングするためのものであ
る。一般に，心身の健康状態を簡単な問診あるいはアンケートに
よってスクリーニングすることは，簡単なことではない。また精神
的な問題に関しては，抵抗感を生みやすいのでうまく導入する必要
がある。したがって，いきなり質問をするのではなく，挨拶を交わ
し，来意を告げ，世間話をするなど自然な流れのなかで使用すべき
ものである。質問の流れも抵抗感を減らすために，身体的な項目か
ら徐々に精神的な項目になるように並べてある。
　災害後に発生する精神的問題は多岐にわたるが，この質問項目で
は「うつ状態」と「PTSD（外傷後ストレス障害）症状」に焦点を
あてて，そのハイリスク者を見分けられるような内容にしてある。
判定基準が示されているが，診断を意味するのではなく，ハイリス
ク者を見分けるための基準である。この基準を満たす場合はかなり
リスクが高く，継続した関与，あるいは専門スタッフへの紹介が必
要であることを示す。
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転居のあとさき

単身生活の70代女性。震災前に夫を亡くしている。
震災後しばらくして被災者仮設住宅に入居し，約2年間をそ

こで過ごした。震災後，感覚過敏な状態が続き，隣人が深夜に
掃除機をかける物音に悩まされた。その隣人は昼間から酩酊し
ていることが多く，苦情を言いにいってもなかなか会話が成立
しなかったが，この件で同じ仮設住宅に住む多くの主婦たちの
同情と支援を得ることになった。復興住宅に当選したときには，
惜しまれながら仮設住宅を出た。
移り住んだ復興住宅は静かだったが，隣人たちとの交流は乏

しく，また自室が高層階だったこともあり，ほとんど外出しな
いようになってしまった。仮設住宅時代をしきりと懐かしがり，
そこでできた友人たちに頻回に電話することで寂しさをまぎら
わせていた。

● コメント 転居による生活環境の変化によって，孤独感が
急に深くなった高齢女性の症例である。後にこの女性は，
高齢者世帯支援員の誘いで復興住宅住民の交流会に定期
的に参加するようになり，次第に活動性を取りもどして
いった。

事例3
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1．心的外傷体験

▢　今回の災害で，危うく死ぬような目にあった
▢　今回の災害で，家族や親しい友人が亡くなった
▢　今回の災害以前にも，心的外傷体験がある

2．家族

▢　ひとり暮らしである
▢　家族の中に，介護の必要な人がいる（寝たきり老人，乳幼

児，障害者など）
▢　家族の中に，その人の世話をしてくれる人物がいない

3．対人関係とコミュニケーション

▢　ほとんど毎日話をする人物は，家族以外にはいない
▢　日本語での疎通に困難を伴う

4．サポート態勢

▢　家族以外に，定期的に訪問してくれる援助者はいない

5．身体的状態など＊

▢　身体疾患がある
▢　身体疾患があるが，医療機関に通院していない
▢　障害（身体，精神，知的）がある
▢　障害（身体，精神，知的）があるが，障害の認定を受けて

いない
▢　週に5日以上飲酒する
▢　65歳を超えている
▢　80歳を超えている

＊ ここにあげる項目のうちあてはまるものの数が多い人ほど，
災害後の精神的立ち直りが遅れたり，孤立し閉じこもりがちに
なったり，PTSDなどの精神医学的病態を発症しやすい。あて
はまる項目の多い者を重点的にケアする必要がある。
　 　あてはまる項目はすべて選ぶ。たとえば5では，86歳の人な
らば「65歳を超えている」「85歳を超えている」の両方があては
まる。

被災者のハイリスク度チェックリスト
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